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高知県選挙管理委員会告示

　◎告示（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者支
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告 示

高知県告示第480号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急診療所として次のとおり認定した。

令和元年11月15日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

前田メディカル　香美市香北町美良布　令元・11・  令 4・11・

クリニック　　　1516－ 3 　　　　　　16　　　　  15

高知県告示第481号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）

第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法第50

条の 2の規定により、指定医療機関の事業の廃止について次のと

おり届出があった。

　　令和元年11月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地  廃止年月日

松　谷　内　科　土佐清水市栄町 2番22号　　　　平31・ 3 ・31

若槻産婦人科ク　高岡郡越知町越知甲1725－ 1　　〃　　 4・ 1

リニック

医療法人全和会　南国市上末松639　　　　　　　 令元・ 5・ 1

南歯科

高知県告示第482号

土佐市新居の一部地区、安芸郡東洋町野根の一部地区及び高岡

郡佐川町乙甲の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法

（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項の規定により国土調査の

成果として認証したので、同条第 4項の規定により次のとおり告

示する。

令和元年11月15日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査を行った者の名称

( 1 )　土佐市

( 2 )　東洋町

( 3 )　佐川町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )　土佐市新居の一部

平成26年度及び平成27年度

( 2 )　安芸郡東洋町野根の一部

平成22年度及び平成23年度

( 3 )　高岡郡佐川町乙甲の一部

平成27年度及び平成28年度

3　成果の名称

( 1 )　土佐市地籍図及び地籍簿

( 2 )　東洋町地籍図及び地籍簿

( 3 )　佐川町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

令和元年11月15日

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第67条第 2 項の規定によ

り、宿毛市北川土地改良区の解散を令和元年10月30日に認可し

た。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6箇月以内に、高知県を被告として（訴訟に

おいて高知県を代表する者は高知県知事となる。）、この認可の

取消しの訴えを提起することができる。

　　令和元年11月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条において準用する

同法第52条の 2第 4項の規定により、土佐清水市松尾地区土地改

良事業共同施行の行う松尾地区（松尾換地区）の換地計画は、適

当と決定したので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和元年11月15日

高知県知事　尾﨑　正直

1　縦覧に供する書類

( 1 )　換地計画書の写し

( 2 )　現形図及び換地図

2　縦覧期間

令和元年11月15日から同年12月13日まで

3　縦覧場所

土佐清水市役所

4　その他

この決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日

から起算して15日以内に知事に申し出ることができる。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
1
8
7
号

令
和
元

年
1
1
月
1
5
日
（
金
曜
日
）
　

22

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第60号

平成18年12月高知県選挙管理委員会告示第102号（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者

支援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とする施設の指定）の一部を次のように改正す

る。

令和元年10月30日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

2　老人ホームの表中

社会福祉法人香南会ユニット型特別養護

老人ホームもとちか（短期入所）

社会福祉法人ふるさと自然村特別養護老

人ホームたちばなの里

社会福祉法人海の里救護施設浦戸園

高吾北広域町村事務組合立特別養護老人

ホームあがわ荘

社会福祉法人香南会ユニット型特別養護

老人ホームもとちか（短期入所）

社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会特別

養護老人ホームあざみの里（短期入所）

社会福祉法人ふるさと自然村特別養護老

人ホームたちばなの里

社会福祉法人ふるさと自然村特別養護老

人ホーム陽だまりの里（短期入所）

社会福祉法人海の里救護施設浦戸園

社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会救護

施設誠和園

高吾北広域町村事務組合立特別養護老人

ホームあがわ荘
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　 4　保護施設の表中

に改める。

に、

」

」

」

」

」

」

」

高知市長浜4975番地

南国市下野田45番 1

高知市十津二丁目12番 2号

吾川郡仁淀川町本村89番地 1

高知市長浜4975番地

高知市薊野北町二丁目25番 8号

南国市下野田45番 1

南国市岡豊町中島1535番地

高知市十津二丁目12番 2号

高知市一宮南町一丁目 4番74号

吾川郡仁淀川町本村89番地 1

高吾北広域町村事務組合立特別養護老人

ホームもみじ荘（短期入所）

」

吾川郡仁淀川町岩丸848番地
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